
 

 

 

様式第９ 法第49第１項（農林水産省令第７条第２項及び内閣府・農林水産省令第１条 

第２項）及び第50条第１項関係（農地転用の許可） 
 
 農地法（大臣許可：計画区域において２ha 超の農地転用が明確な土地利用方針を記載する場合） 
 

農地法第５条第１項の規定による許可に関する事項 
 

法第49条第１項又は第２項

の農林水産大臣の同意を得

た土地利用方針に係る復興

整備事業の名称等 

事業名 地区名 事業主体 

防災集団移転促進事業 
大沢地区 

（２工区） 
気仙沼市 

 

図面記号  

 D-1 

 

 土地の所在等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の所在 

 

 

 

 

 

 

地 番

 

 

 

 

 

地 目 

 

 

 

 

面 積

 

 

 

(㎡)

所有権以外の使 

用収益権が設定 

されている場合 

（※２） 

 

土地利用区分

 

 

登記簿

 

 

現 況

 

 

権利の 

種 類 

 

権利者の 

氏名又は

名称 

農振法

 

 

都 市

計画法

 

       

       

計 1筆  2,089㎡（田 0㎡、畑 2,089㎡） 

 権利を設定し又は移

転しようとする契約

の内容 

権利の種類 

 

権利の設定、

移転の別  

権利の設定、

移転の時期 

権 利 の 

存続期間 

その他 

 

所有権 移転 
復興整備計画

公表後 
永久 なし 

 転用することによっ

て生ずる付近の農地

作物等の被害の防除

施設の概要 

高台に計画する防集大沢Ａ地区（災害公営住宅区域を含む）及び防集大沢Ｂ地区

は、地区内から流出する雨水排水を取付道路敷地を通して気仙沼市管理夜這路川

に放流する計画としており、下流域の周辺農地の営農に支障は生じない。 

また、防集Ａ地区下流域の農地は小規模で、当地区には土地改良区、水理組合

等は存在しない。なお、事業区域１工区・２工区の全面施工に伴い、周辺地域

住民に防集移転事業を説明する中で農地所有者に対し調整を計りつつ、営農に

支障が出ないよう措置する。 

 
 

「別紙１記載のとおり」 



 

 

 

（別紙１） 土地の所在等 

所 在 地番 

地 目 

面 積

(㎡) 

所有権以外の使用

収益権が設定され

ている場合(※２)

土地利用区分 

登記簿 現況
権利の

種 類

権利者の

氏名又は

名称 

農振法 
都市 

計画法 

気仙沼市 

唐桑町荒谷前 
133番 畑 畑 2,089 － － 

農振地域内 

農用地区域外 

都市計画 

区域外 

1筆 2,089 ㎡（田 0㎡、畑 2,089 ㎡） 

 


